
岩手県教育委員会訓令第７号 

事務局  

教育機関  

 岩手県教育委員会許認可等標準処理日数規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和４年６月28日 

岩手県教育委員会      

  教育長 佐 藤   博 

   岩手県教育委員会許認可等標準処理日数規程の一部を改正する訓令 

 岩手県教育委員会許認可等標準処理日数規程（平成６年岩手県教育委員会訓令第15号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

許認可等標準処理日数一覧表 許認可等標準処理日数一覧表 
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  ［略］    ［略］  

 教職  ［略］         教職  ［略］        

 員 ２ 教育職員

の免許状の

授与（特別

） 

教育職員免許

法第５条第３

項 

 ［略］   員 ２ 教育職員

の免許状の

授与（特別

） 

教育職員免許

法第５条第２

項 

 ［略］  

  ３ 教育職員

の免許状の

授与（臨時

） 

教育職員免許

法第５条第６

項 

 ［略］ 

 

   ３ 教育職員

の免許状の

授与（臨時

） 

教育職員免許

法第５条第５

項 

 ［略］ 

 

 

  ４ ［略］  ［略］         ４ ［略］  ［略］       

  ５ 教育職員

の免許状の

有効期間の

更新 

教育職員免許

法第９条の２

第１項 

20   教職

員課 

20            

  ６ 教育職員

の免許状の

有効期間の

延長 

教育職員免許

法第９条の２

第５項 

20   教職

員課 

20            

  ７ ［略］  ［略］         ５ ［略］  ［略］       

  ８ 教員資格

認定試験合 

教育職員免許

法第16条の２ 

 ［略］    ６ 教員資格

認定試験合 

教育職員免許

法第16条第１ 

 ［略］  



  格者に対す

る普通免許

状の授与 

第１項     格者に対す

る普通免許

状の授与 

項   

  ９ ［略］  ［略］         ７ ［略］  ［略］       

  10 ［略］  ［略］         ８ ［略］  ［略］       

  11 旧免許状

所持者の免

許状更新講

習の修了確

認（修了確

認期限を経

過した者に

対する確認

を含む。） 

教育職員免許

法及び教育公

務員特例法の

一部を改正す

る法律（平成

19年法律第98

号）附則第２

条第２項 

20   教職

員課 

20            

  12 旧免許状

所持現職教

員の免許状

更新講習の

修了確認期

限の延期 

教育職員免許

法及び教育公

務員特例法の

一部を改正す

る法律附則第

２条第４項 

20   教職

員課 

20            

  13 旧免許状

所持現職教

員の免許状

更新講習の

免除の認定 

教育職員免許

法及び教育公

務員特例法の

一部を改正す

る法律附則第

２条第５項括

弧書 

20   教職

員課 

20            

  ［略］    ［略］  

 備考１～４ ［略］  備考１～４ ［略］ 

   ５ 「旧免許状所持者」とは教育職員免許法及び教育

公務員特例法の一部を改正する法律附則第２条第１

項に規定する旧免許状所持者をいい、「旧免許状所

持現職教員」とは同条第２項に規定する旧免許状所

持現職教員をいう。 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、令和４年７月１日から施行する。 
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